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宇治市乳幼児教育・保育の質の向上に向けた検討状況等について 

 

 

 令和５年度の宇治市乳幼児教育・保育の質の向上に向けた検討状況等につい

て、ご報告します。 

 

 

１ 宇治市の乳幼児教育・保育の取組状況 

 令和５年度 乳幼児教育・保育の取組施策 資料１ 

 

 

２ 宇治市乳幼児教育・保育推進協議会の設置、開催状況 

 

 

 

  

   

 

※ 第３回乳幼児教育・保育推進協議会資料  資料２ 

※ 専門部会の部会員名簿          資料３ 

※ 専門部会の様子（第３回専門部会 通信） 資料４ 

 

 

 

 

 

 

 

【協議会・専門部会】 【開催状況】 【日程】 

乳幼児教育・保育推進協議会 

設置・第１回 ４月２８日 

第２回 ９月７日 

   第３回 １２月１日 

発達・子育ち支援専門部会 

設置・第１回 ６月２３日 

第２回 ７月１８日 

   第３回 １０月２０日 

保幼こ小連携専門部会 

設置・第１回 ６月２８日 

第２回 ８月９日 

   第３回 １０月１６日 

令和５年１２月１５日 

文教・福祉常任委員会資料 

福 祉 こ ど も 部 

教 育 部 
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３ 今後の（仮称）乳幼児教育・保育支援センター創設に向けた検討事項 

【保幼こ小連携】 【研究・研修】 【発達・子育ち支援】 

○すべての子どもの育

ちと学びをつなぐ手

法の検討 

（保育要録・指導要録の

検討） 

 

○施設類型を越えて学

び合う乳幼児教育・保

育に係る研究・研修内

容の検討 

○特別な支援等が必要

な子どもの切れ目な

い支援手法の検討 

（移行支援シートの統

一化の検討） 

○専門職による就学前

施設への園訪問を通

した支援体制の検討 

○乳幼児期の教育・保育の基本理念の検討 

   

４ 今後のスケジュール 

 令和６年１月～２月 発達・子育ち支援、保幼こ小連携合同部会の開催 

 



〇令和５年度 乳幼児教育・保育の取組施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現在取り組んでいる主な施策＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇令和７年度 実施施策（案） 

 

 

 施設類型を越えたネットワークの構築 （民間保育園・認定こども園、私立幼稚園、公立就学前施設、小学校、療育施設） 

保幼こ小連携 

〇行事の連携など顔の見える関係づくり 

〇育ちと学びをつなぐためのカリキュラムの連携 

〇要配慮児の課題の共有 

研究・研修 

〇子どもたちの状況、課題に対応した研究、研修の 

企画・実施 

〇施設類型を越えた研究・研修・交流の実施 

発達・子育ちの支援 

〇要配慮児の課題の共有 

〇園訪問支援 

〇府の専門機関、医療機関等との連携 

 

  

〇連携推進体制の検討（連携園・グルーピング） 

小学校区を基礎とした(仮称)架け橋ブロックの立ち上げ 

〇連携事業の実施に向けた検討 

  グループワークで交流事業例等の検討 

保幼こ小連携推進専門部会 

 乳幼児教育・保育推進協議会  （民間保育園・認定こども園、私立幼稚園、公立就学前施設、小学校、療育施設） 

発達・子育ち支援専門部会 乳幼児教育・保育推進事業 研修 

〇宇治市乳幼児教育・保育協働研修会 

〇保幼こ小合同研修講座 

〇早期療育ネットワーク会議研修会・講演会 

 

 

 
〇東宇治中：生徒の職業体験、京都大：ゆずり葉プロジェクト 

〇幼稚園・小学校教諭が連携し、「育ちと学びをつなぐための 

架け橋カリキュラム」を作成 

〇小学校教諭による保護者向け教育講演会の実施 

小・中学校等との連携・接続、 

(府)カリキュラムコンサルテーション事業 
特別支援教育 

   

 

教育研究員(幼小接続研究部) 

施設類型不問 ３分野１１研修実施  

〇就園支援委員会を通した支援体制 

〇特別支援教育コーディネーターを中心とした関係機関

との連携、切れ目のない支援をサポート 

〇個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成 

〇小中準拠の移行支援シートの導入・検証 

〇保護者支援体制の検討 

〇就学前施設と療育施設間の連携手法の検討 

〇アドバイザーによる園訪問支援体制の検討 

 

 

支援が必要な子どもに関する取組 

 

保育士に対する取組 

〇障害児保育制度を通した支援体制 

障害児指導員による加配措置の判断 

〇園児の発達サポート事業 

〇キャリアアップ研修（２．５時間×６回×２分野） 

  民間保育士の処遇改善要件でもある 

資
料

１
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令和５年度第３回 宇治市乳幼児教育・保育推進協議会 

  

日時：令和５年１２月１日（金） 

午後４時から 

                         場所：宇治市職員会館 

                            ２階 大会議室 

 

 

＜次第＞ 

 

 

１ 開会 

 

２ 検討 

 ⑴ 専門部会からの報告事項に対する検討 

  ア 保幼こ小連携専門部会 

  イ 発達・子育ち支援専門部会 

 

 ⑵ 保育要録・指導要録の統一化の検討 

 

 ⑶ 乳幼児期の教育・保育の基本理念の検討 

 

３ その他連絡事項 

 

４ 閉会 

資料２ 



（※１）乳幼児教育・保育支援センター準備室長兼務
（※２）乳幼児教育・保育支援センター準備室副室長併任
（※３）乳幼児教育・保育支援センター準備室主幹（兼務・併任） 入口

栗田
保健推進
課長

平
保健
推進課
副課長
（※３）

松井
保育支援
課長

垣見
学校教育課
兼学校改革
推進課
主幹（※３）

記
者
席

岩﨑委員

柏木
福祉
こども部
副部長
（※１）

波戸瀬
福祉
こども
部長

木上
教育長

福井
教育部長

傍

聴

席
齊田
乳幼児
教育・保育
支援センター
準備室主幹

大槻
学校改革
推進課
担当課長
（※３）

上道
教育部
副部長
（※２）

林口
教育部
教育支援
センター長
（※２）
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令和５年度第３回宇治市乳幼児教育・保育推進協議会　座席表

杉本
副会長

佐川
会長

中西委員 松井委員

藤田委員 坂本委員
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＜資料＞ 

 

                               ページ 

 

① 専門部会からの報告事項に対する検討 関係資料 

 ア 保幼こ小連携専門部会 

  ○報告書                         …１ 

  ○第３回 主な意見 資料１                …２ 

  ○第３回保幼こ小連携専門部会 資料一部抜粋・加工 資料２ …３ 

 

 イ 発達・子育ち支援専門部会 

  ○報告書                         …６ 

  ○第３回 主な意見 資料３                …８ 

 

② 保育要録・指導要録の統一化の検討 関係資料 

  ○保育要録・指導要録の統一化の検討            …９ 

  ○保育所児童保育要録 資料４               …１０ 

  ○幼稚園幼児指導要録 資料５               …１２ 

  ○幼保連携型認定こども園園児指導要録 資料６       …１４ 

  ○京都市子どもはぐくみ要録 資料７            …１６ 

 

③ 乳幼児期の教育・保育の基本理念の検討 関係資料 

  ○乳幼児期の教育・保育の基本理念について         …１８ 

  

 



保幼こ小連携専門部会 報告書 

 

部会長：松井 明恵 

 

部会検討まとめ（第２回推進協議会報告内容ポイント） 

 

次年度に向けた対応策の提案 

（１）グルーピング組織の名称について 

・覚えやすくて、言いやすい名称が良いのではないか 

・保幼こ小の連携については、文部科学省が進めている「幼保小の架け橋  

プログラム」のイメージもある 

・「保幼こ」と言うと各施設の違いが言葉に表れているイメージもある 

・幼児期と小学校への就学を結ぶ意味をシンプルに表す方が連続性を感じる 

   ➡ (仮称)架け橋ブロックという名称で部会員の意見は一致 

 

（２）保幼こ小連携交流事業の実施に向けて 

  ・以前の交流事業において、実施することが主となり、事前に就学前と小学

校の先生同士で準備や打ち合わせが出来ていなかった 

  ・カリキュラムを作ることも必要だが、まずは実際に交流の実施に向けて、

先生同士がお互いを知り、気軽に連絡を取り合える関係が大事 

   ➡ まずは先生同士の交流から始めることで円滑なスタートが切れる 

     コーディネーター等の全体を見て事業を進められる人の存在も必要 

 

（３）次年度の研修内容について 

  ・グループ協議などの参加者同士の交流がある研修は継続してほしい 

  ・今まで話をしたことがなかった先生との情報共有ができた 

  ・若手の先生にとっては、協議内容が難しいと感じた方もいた 

   ➡ 理論からの実践を見据え、まずは研修を通して先生同士の交流を図

り、(仮称)架け橋ブロックでの交流に繋げる 
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（１）保幼こ小連携の取組推進 

・連携園が決まっている(グルーピング)と取組を進めやすい 

・できれば早期に各地域で連携会議等が開催できることが望ましい 

（２）連携事業の実施 

・各地域の実態に応じ、連携事業を進めることが望ましい 

・過度な負担とならない持続可能な連携手法や実施内容を検討 

（３）研修の実施について 

・各施設の先生同士が交流し、子どもの情報等共有ができる場が望ましい 



 

第３回保幼こ小連携専門部会（課題についての検討） 主な意見 

 

１ グルーピング組織の名称について 

⑴ 覚えやすくて、言いやすい名称が良いのではないか 

⑵ 保幼こ小の連携については、文部科学省が進めている「幼保小の架け橋プログラ 

ム」のイメージもある 

⑶ 「保幼こ」と言うと各施設の違いが言葉に表れているイメージもある 

⑷ 幼児期と小学校への就学を結ぶ意味をシンプルに表す方が連続性を感じる 

   ➡ (仮称)架け橋ブロックという名称で部会員の意見は一致 

 

２ 保幼こ小交流事業の事業例及び交流推進ツールについて 

Ａグループ 

⑴ 小学校が運動会の練習をする時にその様子を見せてもらう 

⑵ 秋遊び（例：どんぐりや落ち葉拾いをして製作をする） 

⑶ 「おもちゃらんど」等の何かを一緒に作るような交流 

⑷ 国語の授業の一環として、作るときには小学校の先生の説明を聞く 

⑸ 就学前施設の子どもの人数が多い時は、小学校のクラスごとで分けて受け入れ 

る体制をとる 

⑹ 体育館は学年によって使える日時が決まっているため、いつでも使用できるわ 

けではない 

⑺ まずは先生同士の交流から始めることで交流事業がスムーズにいく 

 

Ｂグループ 

⑴ 必ずしも交流の対象を小学生としない交流の仕方 

⑵ 児童会のおまつりなど、イベントを通じて小学校の環境に触れる、見る、体験 

する（例：トイレの体験） 

⑶ 小学校の先生との交流により、少しでも顔を知っている先生がいるという経験 

⑷ 多くの就学前施設の子どもたちを受け入れる場合、小学校側の体制の確保が必 

 要 

⑸ 半日入学と交流事業の違いを明確にする必要がある 

⑹ 先生同士が年間を通じて気軽に連絡がとれる関係づくりが大事 

⑺ 各ブロックを取りまとめる中心となる存在が必要 

⑻ 安全面にも十分な配慮をしつつ、各ブロックでできることから取組を進める 

 

３ 次年度の研修内容について 

⑴ グループ協議などの参加者同士の交流がある研修は継続してほしい 

 ⑵ 今まで話をしたことがなかった先生との情報共有ができた 

 ⑶ 若手の先生にとっては、協議内容が難しいと感じた方もいた 

資料１ 
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＜第３回保幼こ小連携専門部会 資料一部抜粋・加工＞ 

 

ア．グルーピング組織の名称検討候補 

区分 名称 

既存 保幼こ小連絡会 

案１ 架け橋ブロック 

案２ 保幼こ小連携（接続）ブロック 

案３ 小学校ブロック 

案４ 幼小連携ブロック 

案５ その他 

 

イ．今後のスケジュール 

 

ウ．アンケートの主な質問項目について 

＜就学前施設向け＞ 

  １．今回提示している小学校以外と連携を希望する小学校はありますか。 

  ２．別紙の交流事業例も参考にする中で、次年度の交流事業として実施を希望

する事業を３つ回答願います。 

 

 ＜小学校向け＞ 

  １．別紙の交流事業例も参考にする中で、次年度の交流事業として実施が可能

と想定される事業を３つ回答願います。 

 

 ＜実施目的＞ 

  １．各施設が実施を希望する事業内容を集約 

２．施設間で取組方針に不満が生じないように情報を共有 

時期 区分 内容 

12 月 

推進協 保幼こ小連携グルーピング組織の名称決定 

市→就学前 

  施設 

・「（仮称）架け橋ブロック」（案）の提示 

・保幼こ小連携交流事業アンケートの実施 

市→小学校 
・「（仮称）架け橋ブロック」（修正案）を提示 

・保幼こ小連携交流事業アンケートの実施 

1 月 市→全施設 「（仮称）架け橋ブロック」の決定・周知 

2 月 準備室 

保幼こ小合同研修講座Ⅱ 

 教育研究員 幼小接続部会の交流事例発表 

 グルーピング組織別のグループワーク等を予定 

9 

資料２ 



 

1
0
 

 

(仮称)架け橋ブロック(案)

No. 小学校 公立幼稚園 公立保育所 私立幼稚園 民間認定こども園 民間保育所（園） 計

1 菟道 善法 こざくら みんなのき三室戸 みんなのきHana 5

2 菟道第二 神明 宇治 南浦くすのき 4

3 小倉 小倉双葉園 宇治 3

4 北小倉 小倉 こひつじ 3

槇島ひいらぎ

のぞみ

6 北槇島 いずみ 2

西小倉 堀池

西小倉

8 南小倉 南浦 2

9 神明 みのり ひいらぎ 3

10 伊勢田 伊勢田 2

11 西大久保 大久保 2

12 平盛 同胞 くりくま 3

13 大久保 ひろの 広野 3

14 大開 1

15 三室戸 あさひ 2

16 南部 かおり 2

17 岡屋 東宇治 みんなのき黄檗（本園） 3

木幡 木幡 登り（本園）

北木幡 第２登り

19 御蔵山 大谷大学附属大谷 登り（分園） 3

20 笠取 1

21 笠取第二 1

みんなのき黄檗（分園） なかよし（本園・分園）

明星っ子

合計 61

西小倉 

5 槇島 3

4

22 3

6木幡

宇治

18
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（３）保幼こ小交流事業の事業例の検討 

 

 

（※就学前の子どもを園児で表記）

準備
小学生との

交流
事業例

少 ・公開保育・授業参観への参加

　（保護者参観や計画訪問と同日設定など既存事業の対象拡大）

・合同研修会（中学校区などでの既存事業の対象拡大）

・意見交換会（校・園長クラス、１年担任など）

・園庭や校庭での草木の観察、落ち葉・木の実収集

・小学校への避難訓練

・施設見学（砂場、体育館、校舎など）

・施設体験（砂場、鉄棒、遊具、ランチルームなど）

・授業見学（体育、音楽、運動会予行練習など）

・校長先生からの学校説明

あり ・小学生と園児が一緒に遊ぶ交流

　（体育館で一緒に手つなぎ鬼など）

・小学生が園児を案内する交流

　（体育館、理科室、遊べるコーナーなど）

・小学生が園児にお手本を見せる交流（１年生以外も想定）

多 　（折り紙の折り方などを紹介する役）

無し
(大人同士)

生活科
カリキュラム

無し
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発達・子育ち支援専門部会 報告書 

 

部会長：杉本 一久 

 

部会検討まとめ（第２回推進協議会報告内容ポイント） 

 

次年度に向けた対応策の提案 

（１）支援体制の整備等について 

  ・保護者が自発的に発達サポート事業の利用申込みをするケースは少ない 

・発達サポート事業の対象範囲を絞らず、その時々の育ちの困り感を支援で

きるといい 

・障害児保育指導員による巡回訪問は幼稚園が利用できないため、公平性の

観点からも施設類型を越えて利用できるような事業の見直しの必要性 

   ➡全ての子どもがより豊かに集団生活が送れるよう、センターが主体とな

り、各施設を訪問し、園の先生方を支援できる手法を検討 

 

（２）「移行支援シート」のあり方について 

  ・園と保護者が一緒に作成するので、その過程で子どもの情報を共有できる

とともに、保護者も子どもへの関わり方が変わる 

  ・小学校も引き継いでいくという意識を持てるので、移行支援シートは必要 

 ・様式の統一に伴い、ポイントを絞って作成することで情報が整理される 

   ➡引き続き統一様式をベースに作成する中で課題が生じた場合に、その都

度改善に向けた検討を実施 

 

（３）次年度の研修内容について 

・同じ講師の先生によるテーマをシリーズ化した研修の方が専門性が高まる 

・オンライン研修のある「キャリアアップ研修」が優先になる 

  ・どの施設類型にも参加することで保育への貢献が実感できるシステム 

   ➡保幼こ小連携専門部会と連携して研修計画について検討を実施 

（１）保護者支援について 

・保護者対応についての研修のより一層の充実が必要 

・職員とともに保護者が成長していくための多方面からの支援が必要 

（２）就学前施設と療育施設間の連携について 

・療育施設の職員が行う支援の方法等を就学前施設で充実させるなど職員の

スキルアップのための方策が必要 

（３）支援体制の整備等について 

・専門職が訪問するなど支援に活用していく体制の整備が必要 
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合同部会の実施 
上記意見のほか、それぞれの施設類型で受講している研修を持ち寄り、

次年度に必要なセンター準備室で実施する乳幼児教育・保育推進事業の研

修について検討を行う 

発達・子育ち支援専門部会(次年度に向けた対応策の提案)

（３）次年度の研修内容について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保幼こ小連携専門部会 発達・子育ち支援専門部会 

＜主な意見＞ 

○グループ協議などの参加者同

士の交流がある研修は継続し

てほしい 

○今まで話をしたことがなかっ

た先生との情報共有ができた 

○若手の先生にとっては、協議内

容が難しいと感じた方もいた 

＜主な意見＞ 

○同じ講師の先生によるテーマ

をシリーズ化した研修の方が

専門性が高まる 

○オンライン研修のある「キャリ

アアップ研修」が優先になる 

○どの施設類型にも参加するこ

とで保育への貢献が実感でき

るシステム 

令和６年度の研修計画に反映 
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第３回発達・子育ち支援専門部会（課題についての検討） 主な意見 

 

１ 支援体制の整備等について 

⑴ 保護者が自発的に発達サポート事業の利用申込みをするケースは少ない 

⑵ ３者(市、園、保護者)が発達サポート事業の相談結果を共有する方法の改善の 

必要性 

⑶ 入園時に全ての保護者に周知を図れば、市全体で子育てを支えるという姿勢に 

なる 

⑷ 発達サポート事業の対象範囲を絞らず、その時々の育ちの困り感を支援できる 

といい 

⑸ 発達サポート事業の対象範囲を広げた場合に、障害児保育指導員による巡回訪 

問のいずれを利用するか難しい面があるため、２つの事業の一体化が望ましい 

⑹ 巡回訪問は幼稚園が利用できないため、公平性の観点からも施設類型を越え 

て利用できるような事業の見直しの必要性 

 

２ 「移行支援シート」のあり方について 

⑴ 園と保護者が一緒に作成するので、その過程で子どもの情報を共有できるとと 

もに、保護者も子どもへの関わり方が変わる 

 ⑵ 小学校も引き継いでいくという意識を持てるので、移行支援シートは必要 

⑶ 様式の統一に伴い、ポイントを絞って作成することで子どもの情報が整理され 

  る 

⑷ きめ細やかな対応が必要な子どもは、移行支援シートと園独自の資料などの併 

用が必要な場合がある 

 

３ 次年度の研修内容について 

 ⑴ グループワークで先生同士や講師の先生と交流しながら学べた 

 ⑵ 過去のエピソードや具体的な事例を持ち寄っての研修は、実践に活かしやすい 

 ⑶ 同じ講師の先生によるテーマをシリーズ化した研修の方が専門性が高まる 

 ⑷ 参加する先生のフォローの手配など、人員不足の中で参加してもらうのは難し 

  い 

 ⑸ オンライン研修のある「キャリアアップ研修」が優先になる 

 ⑹ 初任者研修等の対象別研修を実施するなど、若手の先生にも参加しやすい環境 

づくり 

 ⑺ 参加型研修のほか、オンライン研修や動画視聴での研修などの実施 

 ⑻ 研修日時は運動会など行事との兼ね合いも考慮してほしい 

 ⑼ どの施設類型も研修に参加することで保育に貢献していることが実感できるシ

ステム 

 

資料３ 
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２(２)保育要録・指導要録の統一化の検討

＜各様式の主な相違点＞

　１．主たる記載欄の内容が異なる

　２．その他記載欄の内容も異なる

　３．「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の記載量が異なる

保育所 幼稚園 認定こども園

主たる
記載欄

保育の展開と
子どもの育ち

特に配慮すべき事項 備考 特に配慮すべき事項

最終年度に至るまでの
育ちに関する事項

－ －

育って
ほしい
姿

様式の1/6程度
(別紙あり)

＜気づいたポイント＞

　１．「特に配慮すべき事項」なのに記載欄は小さい

　２．幼稚園の様式に「備考」はあるが「特に配慮すべき事項」はない

　３．「育ってほしい姿」は大事な視点だが要録の大部分を占める必要性

＜京都市の取組＞

　就学前施設と小学校との連携・情報共有推進に向けた検討チームを設置

　京都市版標準様式「京都市子どもはぐくみ要録」を作成

　「書きやすさ・送りやすさ・読みやすさ」を重視し、３種類を１種、Ａ４化

＜要録管理と活用面の課題＞

　１．「長期保管」と「先生の利用のしやすさ」

　　　　長期保管文書　→　校長室の鍵のかかるロッカーで保管

　　　　見たいときに見れない　→　ＩＣＴ活用（管理フォルダ上のデータ保管）など

　２．時間的な課題

　　　　１年生担任　入学式準備、学校に慣れていない子どもの対応など多忙を極める

その他
記載欄

指導上参考となる事項

様式の1/2程度

課題の解消・軽減と「書きやすさ・送りやすさ・読みやすさ」の改善は両輪
「伝えたいこと」「知りたいこと」のミスマッチが生じないような交流・研修
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乳幼児期の教育・保育の基本理念について 

 

○協議事項 

・これまでの議論してきた内容の振り返り 

・基本理念として掲げるキーワードの検討（内容・個数など） 

・基本理念とセンターで取り組む施策との関連の検討 

 

＜これまでの議論等＞ 

○子どもを育む大きな視点として、市民が共感し、共有できるもの 

○あり方検討委員会意見「５つの観点」を踏まえたもの 

 

【参考】「５つの観点」 

 

１．子どもの健やかな成長の観点 
・子どもが現在（いま）を最もよく生きること。 

・子どもが人として輝き、その輝きをつないでいくこと。 

 

２．特別な配慮や支援が必要な子どもの観点 

・特別な配慮や支援が必要な子どもの就学前施設での受け入れ環境の整備を進

めること。 

・誰一人取り残さず、子ども同士の出会いをしっかり結んでいくこと。 
 

３．子どもの育ちと学びの連続性の観点 

・保幼こ小といった施設類型にかかわらず、人が交流することで連携を進める

こと。 

・宇治市教育振興基本計画にあるとおり、「切れ目のない支援のため、幼児期か

ら義務教育終了まで一貫した相談・支援体制を構築」し、就学前後の施設が

密に連携して子どもの育ちと学びの連続性を保障していくこと。 

 

４．地域や家庭、施設の連携の観点 

・家庭と就学前施設、地域の関係団体などの連携（つながり）が子どもの育ち

や保護者の安心感につながるように、きめ細やかに連携すること。 

・各就学前施設が小学校及び療育施設等と行っている連携を市全体で共有する

とともに、こうした連携をさらに充実させること。 

 

５．乳幼児期の教育・保育の重要性の観点 

・子どもたちが、能動的に問いを見つけるような乳幼児期の教育・保育が、子

どもたちの発達や学習の基盤、土台となること。 
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＜これまで注目してきたキーワード＞ 

 

①「いまを生きる」 

 

子どもが現在（いま）をいきいきと生きるための乳幼児教育・保育の取組を推進し

ます。 

 

＜参考＞ 

・子どもが現在（いま）を最もよく生きること 

【第３回推進協議会 資料Ｐ１８（あり方検討委員会意見より抜粋）】 

・「幼児期は子どもたち一人ひとりがどの子も生き生きと活動してほしいですし、したいことに

向かっていってほしい」 

【第１回発達・子育ち支援専門部会 意見】 

・「子どもの将来を少しずつ見極めつつ、今何をしていこうかということを保護者と一緒に考え

ていくことが難しい」「（保護者から）今何に困っているかが伝わらない」 

【第２回発達・子育ち支援専門部会 意見】 

 

 

②「ともに育つ」 

                  

子どもの成長は一人ひとりによって異なることから、保護者が子どもの個性や発達

状況を受け入れることが大切です。そのため、保護者自身も成長するとともに、乳幼

児教育・保育に携わる職員も質の高い教育・保育を提供するための研鑽に努めます。 

 

＜参考＞ 

・（保護者支援に関連して）「保護者も子どもと一緒に育っていくし、保育者、教師も一緒に育

っていく～（中略）～一緒に探していくという姿勢が必要」「ともに育っていく」 

【第２回推進協議会 意見】 

・「子どもが主語になるということと、子どもだけということではなく、何か「一緒に」「私た

ち」という観点も、その言葉に入ると良い」 

【第２回推進協議会 意見】 

・「みんなが育っていくような、優しさのあふれる言葉、優しさが感じられる言葉というイメー

ジ」 

【第２回推進協議会 意見】 
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③「みんながつながる」 

 

全ての就学前施設をはじめ、専門機関や医療機関など、子どもの成長に関わる機関

と連携して、子どもの育ちを支援します。 

 

＜参考＞ 

・全ての就学前施設が施設類型を越えて子どもたちの状況や課題を共有し、連携・協働して研

究・研修を行うことで、教育・保育の質の向上及び人材育成を図る 

【第１回推進協議会 資料】 

・施設類型を越えたネットワークの構築 

【第１回推進協議会 資料Ｐ１】 

・保幼こ小連携 

【第１回推進協議会 資料Ｐ１】 

・（仮称）架け橋ブロック 

【第３回推進協議会 資料Ｐ１】 

・就学前施設と療育施設間の連携 

【第２回推進協議会 資料Ｐ６】 

・参加型研修による協働的な学びの場 

【第１回推進協議会 資料２４】 

・家庭と就学前施設、地域の関係団体などの連携（つながり）が子どもの育ちや保護者の安心

感につながるように、きめ細やかに連携すること 

【第３回推進協議会 資料Ｐ１８（あり方検討委員会意見より抜粋）】 

・「その取組を進めることについての主語はみんなである」 

 【第２回推進協議会 意見】 
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＜乳幼児期の教育・保育の基本理念（案）＞ 

 

（案１） 

  

 

 

 

 

（案２） 

 

 

 

 

（案３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後のスケジュール＞ 

 

○次回（令和６年度第１回）の推進協議会での確認事項（予定） 

・（３つの）ワードが基本理念にふさわしいものか 

・（３つの）ワードがセンターで取り組む施策（案）と関連づけられているか 

↓ 

○次々回（令和６年度第２回）の推進協議会での確認事項（予定）【最終】 

・（３つの）ワードがセンターで取り組む施策と関連づけられているか 

 

「いまを生きる」「ともに育つ」 

「みんながつながる」 

基本理念を（仮称）乳幼児教育・保育支援 

センターで取り組む具体的施策に関連付ける 

「生きる」「育つ」「つながる」 

「いまをよりよく生きる」 

「ともに学び ともに育つ」 

「子どもをまんなかに みんながつながる」 
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所属等 氏名 備考

京都教育大学教育学部　准教授 佐川　早季子
協議会
会長

こざくら幼稚園　園長 松井　明恵 部会長

北木幡保育所　所長 坂本　知枝美

木幡小学校　校長 藤田　祥尚

正 ひいらぎこども園　園長 中田　純子

正 みんなのき黄檗こども園　主幹保育教諭 北沢　惟

副 明星っ子こども園　園長 清水　芳美

正 大谷大学附属大谷幼稚園　園長 竹田　ひとみ

正 かおり幼稚園　園長 羽原　欣子

副 宇治幼稚園　副園長 井上　縁

公立
保育所

正 宇治保育所　所長補佐 赤津　永里子

正 東宇治幼稚園　教務 宮本　弘子

副 神明幼稚園　主任 青木　梨絵子

小学校の
関係者

小学校 正 御蔵山小学校　教諭 塩見　博美

正
府こども発達支援センター　療育課
主任保育士

中西　智佳子

副 府こども発達支援センター　療育課長 中西　みき
協議会
委員

療育施設
の従事者

療育施設

（合計16名）

学識経験者

私立幼稚園

公立保育所

小学校

幼稚園・
保育施設
の従事者

公立
幼稚園
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宇治市乳幼児教育・保育推進協議会
保幼こ小連携専門部会　部会員名簿

区分

協議会
委員

民間
保育施設

私立
幼稚園

資料３



所属等 氏名 備考

京都教育大学教育学部　准教授 佐川　早季子
協議会
会長

宇治福祉園　理事長 杉本　一久 部会長

神明幼稚園　園長 岩﨑　温美

府こども発達支援センター　療育課長 中西　みき

正 こひつじこども園　園長 石川　敦子

正 槇島ひいらぎこども園　副園長 杉浦　京子

副 なかよし保育園　園長 山田　奈穂

正 西小倉幼稚園　副園長 藤本　薫

正 みのり幼稚園　副園長 森田　美貴

副 宇治幼稚園　副園長 井上　縁

正 木幡保育所　所長補佐 喜田　理絵

副 木幡保育所　主任 石川　千絵

公立
幼稚園

正 木幡幼稚園　主任 髙橋　ゆうこ

小学校の
関係者

小学校 正 御蔵山小学校　講師 横江　直子

正
子ども発達さぽーとセンターあゆみ園
主任

森下　なお子

副
子ども発達さぽーとセンターあゆみ園
園長

荒田　幸子

（合計16名）

学識経験者

民間保育施設

公立幼稚園

療育施設
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宇治市乳幼児教育・保育推進協議会
発達・子育ち支援専門部会　部会員名簿

療育施設
の従事者

療育施設

区分

協議会
委員

幼稚園・
保育施設
の従事者

民間
保育施設

私立
幼稚園

公立
保育所
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宇治市乳幼児教育・保育推進協議会 

保幼こ小連携専門部会通信（第 3 号） 

 

令和５年 10 月 16 日（月）に、第 3 回宇治市乳幼児教育・保育推進協議会  

保幼こ小連携専門部会を開催いたしました。 

  部会の様子をお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol .５            （令和５年１１月） 

発行：宇治市乳幼児教育・保育支援センター準備室 

アドレス：nyuyojicenter@city.uji.kyoto.jp  

第３回の主な内容 

 

1．これまでの部会での主な意見を踏まえた議論の方向性 

2．（仮称）架け橋ブロックの編成について 

ア．グルーピング組織の名称 

      イ．今後のスケジュール 

  ３．保幼こ小交流事業の事業例（アンケート内容）の検討（※） 

４．交流推進ツールの検討（※） 

  ５．次年度の研修内容について 

                   （※）…グループワーク 

専門部会とは 

 

「保幼こ小連携」「発達・子育ちの支援」の推進にあたり、現

状の把握、課題抽出、対応策の検討、研究・研修の企画実施に

ついて、乳幼児教育・保育の実務をよく知る職員の意見を反

映できる仕組みとするために設置したもの。 

資料４ 

mailto:nyuyojicenter@city.uji.kyoto.jp
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〇検討 

・グルーピング組織の名称について 

連携園が決まっている方が取り組みやすいということで、 

連携ブロックの名称についてご意見をいただいた結果、 

「架け橋ブロック」で一致しました。 

 

・保幼こ小交流事業の事業例について 

・交流推進ツールについて 

  部会員を 2 グループに分けグループワークの手法により意見を出し合っていただき

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）小学校が運動会の練習をする時にその様子を見せてもらう 

（２）秋遊び（例：どんぐりや落ち葉拾いをして製作をする） 

（３）「おもちゃらんど」等の何かを一緒に作るような交流 

（４）国語の授業の一環として、作るときには小学校の先生の説明を聞く 

（５）就学前施設の子どもの人数が多い時は、小学校のクラスごとで分けて受け入れる体

制をとる 

（６）体育館は学年によって使える日時が決まっているため、いつでも使用できるわけで

はない 

（７）まずは先生同士の交流から始めることで交流事業がスムーズにいく 

 

 

 

 

（１）必ずしも交流の対象を小学生としない交流の仕方 

（２）児童会のおまつりなど、イベントを通じて小学校の環境に触れる、見る、体験する

（例：トイレの体験） 

（３）小学校の先生との交流により、少しでも顔を知っている先生がいるという経験 

（４）多くの就学前施設の子どもたちを受け入れる場合、小学校側の体制の確保が必要 

（５）半日入学と交流事業の違いを明確にする必要がある 

（６）先生同士が年間を通じて気軽に連絡がとれる関係づくりが大事 

（７）各ブロックを取りまとめる中心となる存在が必要 

（８）安全面にも十分な配慮をしつつ、各ブロックでできることから取組を進める 

 

 

各グループで出された意見 

Ａグループ 

Ｂグループ 
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（仮称）乳幼児教育・保育支援センターとは 

 

施設類型を越えて全市的に連携・協働し、各施設での取組を共有することに

より、これまで以上に、保幼こ小連携の取組推進や人材育成など、教育・保育

の質の向上を図ることが可能となると考え、その仕組みづくりとして（仮称）

乳幼児教育・保育支援センターを設置する。 

宇治市乳幼児教育・保育推進協議会とは 

 

 すべての就学前施設が施設類型を越えたネットワークを構築すべく、乳幼児

期の子どもたちの状況や課題を共有し、連携、協働して研究・研修を行うこと

で、教育・保育の質の向上及び人材育成を図るとともに、各施設間、家庭・地

域の教育・保育力の確保・向上を支援するため、宇治市乳幼児教育・保育推進

協議会を設置する。 
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宇治市乳幼児教育・保育推進協議会 

発達・子育ち支援専門部会通信（第 3 号） 

 

 

令和５年 10 月 20 日（金）に、令和５年度第 3 回宇治市乳幼児教育・保育推

進協議会 発達・子育ち支援専門部会を開催いたしました。 

  部会の様子をお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol  ６            （令和５年１１月） 

発行：宇治市乳幼児教育・保育支援センター準備室 

アドレス：nyuyojicenter@city.uji.kyoto.jp  

専門部会とは 

 

「保幼こ小連携」「発達・子育ちの支援」の推進にあたり、現状

の把握、課題抽出、対応策の検討、研究・研修の企画実施等につ

いて、乳幼児教育・保育の実務をよく知る職員の意見を反映で

きる仕組みとするために設置したもの。 

第 3 回の主な内容 

 

１．これまでの部会での主な意見を踏まえた議論の方向性 

２．支援体制の整備等について 

３．「移行支援シート」のあり方について 

４．次年度の研修内容について 

 

mailto:nyuyojicenter@city.uji.kyoto.jp
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〇検討 

 次の 3 つの検討項目についてご意見を出し合っていただきました。 

  ●支援体制の整備等について 

 ●「移行支援シート」のあり方について 

 ●次年度の研修内容について 

 

 

 

 

●支援体制の整備等について 

・保護者が自発的に発達サポート事業の利用申込みをするケースは少ない 

・３者(市、園、保護者)が発達サポート事業の相談結果を共有する方法の改善の必要性 

・入園時に全ての保護者に周知を図れば、市全体で子育てを支えるという姿勢になる 

・発達サポート事業の対象範囲を絞らず、その時々の育ちの困り感を支援できるといい 

・発達サポート事業の対象範囲を広げた場合に、障害児保育指導員による巡回訪問のい

ずれを利用するか難しい面があるため、２つの事業の一体化が望ましい 

・巡回訪問は幼稚園が利用できないため、公平性の観点からも施設類型を越えて利用で

きるような事業の見直しの必要性 

 

●「移行支援シート」のあり方について 

 ・園と保護者が一緒に作成するので、その過程で子どもの情報を共有できるとともに、

保護者も子どもへの関わり方が変わる 

 ・小学校も引き継いでいくという意識を持てるので、移行支援シートは必要 

 ・様式の統一に伴い、ポイントを絞って作成することで子どもの情報が整理される 

 ・きめ細やかな対応が必要な子どもは、移行支援シートと園独自の資料などの併用が必

要な場合がある 

 

●次年度の研修内容について 

 ・グループワークで先生同士や講師の先生と交流しながら学べた 

 ・過去のエピソードや具体的な事例を持ち寄っての研修は、実践に活かしやすい 

 ・同じ講師の先生によるテーマをシリーズ化した研修の方が専門性が高まる 

 ・参加する先生のフォローの手配など、人員不足の中で参加してもらうのは難しい 

 ・オンライン研修のある「キャリアアップ研修」が優先になる 

 ・初任者研修等の対象別研修を実施するなど、若手の先生にも参加しやすい環境づくり 

 ・参加型研修のほか、オンライン研修や動画視聴での研修などの実施 

 ・研修日時は運動会など行事との兼ね合いも考慮してほしい 

 ・どの施設類型も研修に参加することで保育に貢献していることが実感できるシステム 

 

 

 

 

 

主な意見 
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（仮称）宇治市乳幼児教育・保育支援センターとは 

 

施設類型を越えて全市的に連携・協働し、各施設での取組を共有することに

より、これまで以上に、保幼こ小連携の取組推進や人材育成など、教育・保育

の質の向上を図ることが可能となると考え、その仕組みづくりとして設置する

もの。 

宇治市乳幼児教育・保育推進協議会とは 

 

 すべての就学前施設が施設類型を越えたネットワークを構築すべく、乳幼児

期の子どもたちの状況や課題を共有し、連携、協働して研究・研修を行うこと

で、教育・保育の質の向上及び人材育成を図るとともに、各施設間、家庭・地

域の教育・保育力の確保・向上を支援するため、設置したもの。 


